
　 届の種類

転
入

転入届

京都市以外から左京区内に引っ越してきた。

□

印
鑑

印鑑登録 印鑑登録（印鑑登録証明書）が必要である。 □

国民健康保険
前住所で国民健康保険に加入している（いた）または，今回新たに加入する必要があ
る。 □

６５歳以上である。 □

４０歳以上６５歳未満で，介護保険被保険者証を持っている。
（要介護認定を受けている。） □

加
入
□

受
給
□

７５歳以上である。 □

６５歳以上の方で障害認定を受けている後期高齢者医療の被保険者である。 □

重度障害老人
健康管理費

重度障害老人健康管理費の支給を受けている。（支給を受けたい。） □

敬老乗車証 （７０歳以上の方）敬老乗車証の交付を受けたい。 □

老人医療 （６５歳～６９歳の方）老人医療費の支給を受けている。（支給を受けたい）。 □

小・中学校の
転校手続

小・中学生がいる。 □

児童手当

受給している。（中学校３年生までの子どもがいる。）（公務員は除く）

□

子ども医療
子ども医療費の支給を受けている。（支給を受けたい。）

□

ひとり親家庭等
医療

ひとり親家庭等医療費の支給を受けている。（支給を受けたい。）

□

 ①京都市外から左京区へ転入されたとき

手続きチェック　当てはまるものに☑して確認してください

国民年金

国民年金の第１号被保険者，任意加入被保険者，受給権者

介護保険

保
険

子
育
て

後期高齢者医療

年
金

高
齢
の
方

京都市内で住所を異動されたときは「③京都市内で住所を異動されたとき」を
参照してください。

厚生年金や共済組合に加入されている方や，その方に扶養され
ている配偶者の方はお勤め先にお問い合わせください。

０歳から中学校３年生まで。

（受給資格）
ひとり親（母子・父子）家庭の児童（１８歳になって最初の３月３１日まで）と母親

又は父親等 ※所得制限あり

チェック項目は３ページに続きます。

※ 転出予定日の翌日から１５日以内に手続きをされない場合は，請求日の翌
月分からの支給となります。



ご用意いただくもの いつまでに 誰が

□前住所の市区町村が発行した転出証明書（住民基本台帳カード又は個人番
号カードによる転出証明をした場合は不要）
□海外から帰国の方はパスポート，日本国籍の方は戸籍全部（個人）事項証明
　　書，戸籍附票
□届出人の印鑑
□本人確認書類（運転免許証，健康保険証など）
□個人番号カード又は通知カード又は住民基本台帳カードと通知カード(お持ちの
方のみ）
□外国籍の方は在留カード又は特別永住者証明書又は外国人登録証明書。
　 新規入国で在留カード未交付の外国籍の方はパスポート。新規入国の方は
　 続柄を確認できる書類。

転入した日から
１４日以内

本人又は同居
している世帯
員か代理人
（住民基本台
帳カード又は
個人番号カー
ドによる転入
の場合はお尋
ねください。）

□登録する印鑑（外枠があるもの）

－
本人又は代理
人

□届出人の印鑑
□本人確認書類（運転免許証，パスポートなど）
□個人番号カード又は通知カード
□特定同一世帯所属者異動連絡票（該当される場合のみ） 転入した日から

１４日以内
本人又は世帯
主

１階６番 保険年金課

□後期高齢者医療被保険者証
□課税証明書（全項目証明，世帯全員分）
□身体障害者手帳（１，２級の方）又は療育手帳（A判定の方）
□印鑑
□受給者の金融機関口座番号（普通預金）の確認できるもの

転入後速やか
に

本人又は代理
人

１階８番

□本人確認書類（健康保険証，介護保険証など）
□印鑑

－
本人又は代理
人

□健康保険証
□課税証明書（全項目証明）
□印鑑

転入後速やか
に

本人又は代理
人

□印鑑
□健康保険証
□父及び母等の個人番号カード又は通知カード
□受給者の金融機関口座番号（普通預金）の確認できるもの

転出予定日の
翌日から１５日
以内

父又は母又は
代理人

□健康保険証（子どもの名前の載っているもの）
転入後速やか
に

保護者

□健康保険証
□戸籍全部事項証明書
□印鑑
□課税証明書（全項目証明）
□配偶者が重度障害者の場合は，その方の身体障害者手帳が必要です。

転入した日
ひとり親家庭
等の母又は父

３階３３番

担当窓口

保険年金課

 市民窓口課

□届出人の印鑑
□本人確認書類（運転免許証，パスポートなど）
□受給資格証明書(要介護認定を受けている方）
□個人番号カード又は通知カード

□負担区分等証明書（京都府内からの転入の場合は不要），
　 その他前住所地の市区町村から発行された書類
□本人確認書類
□個人番号カード又は通知カード
□印鑑

本人又は家族

転入した日から
１４日以内

本人又は代理
人

１階６番

転入届を提出した際に発行される「転入学通知書」を転校先の学校へ提出してください。

３階３２番

２階２３番

転入した日から
１４日以内

１階３番

２階２４番

健康長寿推
進課

子どもはぐく
み室

健康長寿推
進課

本人が「公的機関発行の顔写真入り本人確認書類（運転免許証，パス
ポートなど）」を持参して申請される場合以外は，登録に数日必要です。

年金証書，京都市国民健康保険被保険者証（同一世帯の方がすでに加
入されている場合）が必要な場合があります。

加入者：手続きは不要です。
※海外からの転入の場合

個人番号カード又は通知カードと本人確認書類（外国人の方は在留カードとパスポート），年金手帳（お持ちの方），印鑑を持って，
１階８番窓口の保険年金課で手続きをしてください。

受給権者：保険年金課での手続は不要です。（共済年金のみ受給の場合，共済組合に手続きの有無をご確認ください。）

次ページに続きます。



　 届の種類 手続きチェック　当てはまるものに☑して確認してください

児童扶養手当 児童扶養手当を受給している。（前の住所で受給していた。） □

特別児童扶養手当 特別児童扶養手当を受給している。（前の住所で受給していた。） □

保育所 児童が保育所に入所している。保育所に入所させたい。 □

乳幼児健康診査 ４歳までの子どもがいる。 □

新生児訪問等 生後４か月までの子どもがいる。 □

母子健康手帳 現在，妊娠している。 □

重度心身障害者
医療

重度心身障害者医療費（障害者医療）の支給を受けている。（支給を受けたい。） □

身体障害者手帳 身体障害者手帳の交付を受けている。（交付を受けたい。） □

自立支援医療
（更生医療）

自立支援医療（更生医療）を利用している。 □

療育手帳 療育手帳の交付を受けている。（交付を受けたい。） □

特別障害者手当等
特別障害者手当，障害児福祉手当，経過的福祉手当の支給を受けている。（支給を受
けたい。） □

障害福祉サービス 障害者福祉サービスを利用している。（利用したい。） □

心身障害者
扶養共済

心身障害者扶養共済に加入している。（加入したい。） □

精神障害者
保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている（交付を受けたい）。 □

犬 飼い犬の登録 生後９１日以上の犬を飼っている。 □

バ
イ
ク

原動機付自転車等
の申告

原動機付自転車（１２５ＣＣ以下のバイクなど），小型特殊自動車を所有している。 □

小児慢性特定疾病
医療費の公費負担

小児慢性特定疾病等の医療費の公費負担を受けている。 □

指定難病の
医療費の公費負担

指定難病の医療費の公費負担を受けている。 □

　自立支援医療
　（精神通院）

自立支援医療（精神通院）を受けている。 □

　自立支援医療
　（育成医療）

自立支援医療（育成医療）を受けている。 □

被爆者健康手帳を
お持ちの方

被爆者手帳を持っている。 □

肝炎治療の
医療費助成

肝炎治療の助成を受けている。 □

町内会等への加入 自治会・町内会等への加入を希望する。 □

障
害
の
あ
る
方

そ
の
他

子
育
て



ご用意いただくもの いつまでに 誰が 担当窓口

本人 ３階３３番
子どもはぐくみ
室

本人又は代理
人

３階３５番
障害保健福祉
課

－ 保護者 ３階３３番

□母子健康手帳

□母子健康手帳

□母子健康手帳，妊婦検診受診券

□身体障害者手帳（１，２級の方）
□療育手帳(A判定の方)
□健康保険証
□課税証明書(全項目証明)
□印鑑

□身体障害者手帳　　　　　□課税証明（必要な方のみ）
□印鑑　　　　　　　　　　　   □個人番号カード又は通知カード

□自立支援医療受給者証
□健康保険証
□課税証明書(全項目証明)
□印鑑
□個人番号カード又は通知カード

□療育手帳
□印鑑
□証明写真（４ｃｍ×３ｃｍ）

□身体障害者手帳又は療育手帳
□認定通知書
□印鑑
□課税証明書（新たに支給を受けたい方のみ）
□受給されている年金番号，金額の分かるもの
□本人名義の通帳
□個人番号カード又は通知カード

□福祉サービス受給者証　　　　　□課税証明書(全項目証明)
□印鑑　　　　　　　　　　　　　　　　 □個人番号カード又は通知カード

□心身障害者扶養共済制度加入証書
□印鑑

□精神障害者保健福祉手帳
□印鑑　　　　　　　　　　　 　　　　  □個人番号カード又は通知カード

転入後速やか
に

本人

□犬の登録事項変更届
□飼い犬の鑑札

転入した日から
３０日以内

飼い主 ３階３７番
左京医療衛
生コーナー

□ナンバープレート（廃車済みの場合は廃車届受理証明書）
□印鑑　　　□本人確認書類（運転免許証など）

転入後速やか
に

本人又は代理
人

２階１５番
左京税務
窓口

　
転入後速やか
に

本人又は保護
者

３階３２番
子どもはぐく
み室

□特定医療費（指定難病）受給者票の写し（他府県発行のもの）
□同意書
□健康保険証
□印鑑
□課税証明（必要な方のみ）　　　　　　　 □個人番号カード又は通知カード

転入日から翌
日末まで

本人又は代理
人

転入後速やか
に

本人又は代理
人

転入後速やか
に

本人又は保護
者

３階３２番
子どもはぐく
み室

□被爆者健康手帳
□住民票
□印鑑
□受給者の方は手当証書及び金融機関口座番号（普通預金）の確認できるもの

転入後速やか
に

本人又は代理
人

□肝炎治療受給者証の写し（他府県発行のもの）
□健康保険証
□印鑑
□転入日がわかる書類（住民票・国民健康保険証等）

転入日から翌
日末まで

本人又は代理
人

随時
本人又は代理
人

１階１１番
まちづくり推
進担当

転入後速やか
に

本人又は代理
人

転入後速やか
に

転入後速やか
に

３階３７番

障害保健福
祉課

左京医療衛
生コーナー

３階３５番
障害保健福
祉課

子どもはぐく
み室

□手当証書
□印鑑
□個人番号カード又は通知カード
□金融機関の通帳（京都府内の本支店で作成したものかつ請求者名義のもの）

３階３４番

３階３５番

□医療受給者証（他府県発行のもの）
□健康保険証
□課税証明等
□個人番号カード又は通知カード

保護者

窓口にお問い合わせください。

窓口にお問い合わせください。

窓口にお問い合わせください。


